
事 業 主 の み な さ ま へ   

令和 6 年度 労働保険年度更新  の手続きは  
 

(月)～ (水)までに！  

 

○ 年 度 更 新 に 必 要 な「 申 告 書 」は 、5 月 末 に 到 着 す る よ う 発 送 予

定 で す 。（ 申 告 書 の 発 送 業 務 は 民 間 事 業 者 に 外 部 委 託 し て い ま す 。） 

○ 年 度 更 新 の 手 続 き は パ ソ コ ン か ら も 行 う こ と が で き ま す 。  

新 型 コ ロ ナ ウ ィ ル ス 感 染 症 の 感 染 リ ス ク を 軽 減 す る た め 、で き

る 限 り 電 子 申 請 で の 手 続 き を お 願 い し ま す 。  

 詳 し く は e - G o v（ h t t p : / / w w w . e - g o v . g o . j p /  ） 又 は e - G o v 利 用 者 サ ポ

ー ト デ ス ク （ 電 話 ： 0 5 0－ 3 7 8 6 - 2 2 2 5） へ  

○ 年 度 更 新 の た め の 「 集 合 受 付 ・ 個 別 相 談 会 」 を 次 面 の と お り

開 催 し ま す 。  

な お 、高 知 労 働 局 、各 労 働 基 準 監 督 署 窓 口 に お い て は 、上 記 申

告 期 間 中 、土 日 祝 日 を 除 く 8 : 3 0～ 1 7 : 1 5 に 受 付 を 行 っ て い ま す 。

（ ＊ 7 / 1 0 最 終 日 が 近 づ き ま す と 大 変 混 雑 が 予 想 さ れ ま す の で 、 お 早

め に 手 続 き い た だ き ま す よ う ご 協 力 お 願 い し ま す 。）  

○ 労 働 保 険 料 は 、 4 月 1 日 か ら 翌 年 3 月 3 1 日 ま で に 支 払 う 賃 金

総 額 に 保 険 料 率 を 乗 じ て 算 出 し ま す 。  

○ 令 和 6 年 4 月 1 日 か ら 労 災 保 険 率 等 が 変 更 に な っ て い ま す 。  

（ 詳 細 に つ い て は 厚 生 労 働 省 Ｈ Ｐ を ご 覧 く だ さ い ）  

○ 令 和 6 年 度 の 雇 用 保 険 料 率 は 変 更 あ り ま せ ん 。  

 ・ 令 和 6 年 4 月 1 日 ～ 令 和 7 年 3 月 3 1 日   

事 業  

の 種 類  

雇 用 保 険 料 率  

（ ① ＋ ② ）  う ち ① 労 働 者 負 担  う ち ② 事 業 主 負 担  

一 般 の 事 業  1 5 . 5 / 1 0 0 0  6 / 1 0 0 0  9 . 5 / 1 0 0 0  

農 林 水 産  

清 酒 製 造 の 事 業  
1 7 . 5 / 1 0 0 0  7 / 1 0 0 0  1 0 . 5 / 1 0 0 0  

建 設 の 事 業  1 8 . 5 / 1 0 0 0  7 / 1 0 0 0  1 1 . 5 / 1 0 0 0  

  

 高 知 労 働 局  労 働 保 険 徴 収 室  ℡ 0 8 8 - 8 8 5 - 6 0 2 6  

        h t t p s : / / j s i t e . m h l w . g o . j p / k o c h i - r o u d o u k y o k u /  


